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1（料金表） 

1-1（契約種別および料金） 

北海道電力株式会社の特定小売供給約款の改定にともない料金体系等の大幅な変更

があった場合、または当社においてサービスの提供が継続しがたい特段の事情が発生

した場合には、お客さまにあらかじめお知らせのうえ、料金表を変更する場合があり

ます。 

なお、料金表は当社の WEBサイトで開示しております。 

 

【料金表】 

 

契約種別 従量電灯Ｂ 従量電灯Ｃ 

基本料金 

契約電流 10アンペア 390円 52 銭 － 

契約電流 15アンペア 585円 78 銭 － 

契約電流 20アンペア 781円 04 銭 － 

契約電流 30アンペア 1,171円 56銭 － 

契約電流 40アンペア 1,562円 08銭 － 

契約電流 50アンペア 1,952円 60銭 － 

契約電流 60アンペア 2,343円 12銭 － 

契約容量 1 キロボルトアン

ペアにつき 
－ 390円 52 銭 

電力量料金 

最初の 120 キロワット時ま

での 1 キロワット時につき 
34 円 28 銭 

120 キロワット時をこえ

280 キロワット時までの 1

キロワット時につき 

40 円 39 銭 

280 キロワット時をこえる

1キロワット時につき 
43 円 99 銭 

 

契約種別 低圧電力 

基本料金 契約電力 1 キロワットにつき 1,336円 52銭   

電力量料金 1キロワット時につき 27 円 84 銭   

注 1 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。 

 

2（再生可能エネルギー発電促進賦課金） 

（1）再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は、再生可能エネルギー特別措置法第



 

 

36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利

用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告

示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）およびインバランスリスク単価

等を定める告示により定めます。 

（2）再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価の適用 

（1）で定める再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は、当該再生可能エネル

ギー発電促進賦課金の単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の検

針期間等の始期から翌年の 4 月の検針期間等の終期までの期間に使用される電気に

適用いたします。 

（3）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。 

なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り

捨てます。 

イ 1 月の使用電力量に（1）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適

用して算定いたします。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により

認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再

生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。 

お客さまからの申出の直後の 5 月の検針期間等の始期から翌年の 4 月の検針期

間等の終期（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第5項ま

たは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針期間等の終

期といたします。）までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電

促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置

法第37条第3項規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用

の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」

といいます。）を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、

その端数は、切り捨てます。 

 

3（燃料費調整） 

（1）燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量

および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で

四捨五入いたします。 



 

 

（平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋C×γ） 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

C＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.1874 

β＝0.0899 

γ＝1.0036 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価

格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点

以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料

費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたし

ます。 

ａ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,800円を下回る場合 

燃料費調整単価＝（80,800 円－平均燃料価格）×（2）の基準単価/ 1,000 

ｂ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,800円を上回る場合 

燃料費調整単価＝（平均燃料価格－80,800 円）×（2）の基準単価/ 1,000 

 

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、

その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される

電気に適用いたします。 

 

 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針

日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針

日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針

日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針

日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日 10 月の検針日

の前日までの期間 



 

 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1

月の検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 10 月 1日から 12 月 31日までの期間 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の 1月 31日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の 2月 28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日

の前日までの期間 

 

 

ニ 燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単

価を適用して算定いたします。 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、1 キロワット時に

つき 1７銭３厘といたします。 

（3）燃料費調整単価等のお知らせ 

当社は、（1）ロによって算定された燃料費調整単価を電磁的方法等によりお知ら

せいたします。 

 

4（離島ユニバーサルサービス調整）） 

（1）離島ユニバーサルサービス調整単価 

   離島ユニバーサルサービス調整単価は，北海道電力標準約款の離島ユニバーサルサ

ービス調整単価の算定に係る規定に準じて算定された値といたします。 

（２）離島ユニバーサルサービス調整単価の適用期間 

   離島ユニバーサルサービス調整単価は，北海道電力標準約款に定める各離島ユニバ

ーサルサービス調整単価適用期間に準ずる各月の検針期間等に使用される電気に適用

いたします。 

 



 

 

5（契約容量および契約電力の算定方法） 

契約主開閉器により契約容量または契約電力を定める場合は、次により算定いたし

ます。ただし、契約電力を算定する場合は、力率（100 パーセントといたします。）を

乗じます。 

（1）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2線式標準電圧100ボルトもしくは 200

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）/ 1,000 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、

200ボルトといたします。 

（2）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732/ 1,000 

 

6（日割計算の基本算式） 

（1）基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。 

1月の該当料金×日割計算対象日数÷３０日 

 


